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１ 計画策定の趣旨 

少子高齢化に伴う人口減少社会の到来により、社会経済や地域社会の状況は大きく変容し

ようとしています。 

浜松市の将来推計人口（平成２５年３月）によれば、現在約８０万人の人口が、３０年後

の平成５７年には、約６６万４千人にまで減少すると予想されています。さらに深刻なこと

は、６５歳以上の高齢者の占める割合が増える一方で、１５歳から６４歳までの生産年齢人

口が減少するという、世界のどの国も、かつて経験したことのない、人口構造の変化の局面

を迎えるということです。 

このような社会では、税収の大幅な増加が見込めない一方、高齢化の進行に伴い増加する

社会保障費や、高度経済成長期に集中的に建設されてきた膨大な公共施設や道路など、イン

フラの老朽化により、歳出増大への対応に迫られるなど、益々厳しい財政状況が続くことが

予想されます。 

このように、本市が将来を見据えて取り組まなければならない課題は、いまだ山積してお

り、このままでは、新たな事業に取り組むことはもとより、現行のサービス水準を維持する

ことも極めて困難な状況です。 

  本市はこれまで、徹底した資源（ヒト、モノ、カネ）配分や事業の見直しなど、不断の行

財政改革に取り組んできました。このため、財政状況は他の政令指定都市と比べても、比較

的健全な状態にあると言えます。しかし、このような人口構造の社会に直面する状況にあっ

ては、市が抱える課題を行政だけで解決することは、もはや難しくなっています。 

そこで、今後は、行政だけでなく、市民、市民活動団体、企業などがまちづくりの主役と

して、更に積極的に市政に参画していただき、これら地域を支える主要な構成員が、その力

をより一層発揮できる環境づくりを進めていく必要があります。 

また、限られた経営資源を有効に活用するため、既存の事業の見直しを推進する中でも、

市民の利便性に留意するとともに、多様なニーズに柔軟で迅速な対応をしていきます。 

以上のことから、本市としては、引き続き、より効率的な行政運営を進めるため、行財政

改革の具体的な取り組みを示し、その進行管理と評価を行う新たな「行政経営計画」を策定

します。 

今後、この行政経営計画を着実に実施することで、行政サービスの質を向上させるととも

に、将来にわたり持続可能な都市経営の実現を目指します。 
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２ 計画策定の基本的な考え方 

新たな行政経営計画の策定にあたっては、前行政経営計画（平成２２年～平成２６年）か

ら引き続き実施すべき取り組みを登載するとともに、今後、新たに発生する行政需要に対応

した取り組みも反映することで、不断の行財政改革を推進します。 

また、前計画からの見直しの視点は、次のとおりとします。 

【見直しの視点】 

(1) 取り組みの集約とレベルの統一 

計画に登載する取り組みについて、特に重要な行政経営上の取り組みに絞り、重点化

による管理体制の強化を図ります。 

また、取り組みをできる限り事業レベルに統一することで、計画の目的を明確にする

とともに、その達成に向けた現状分析や課題、方向性について、内容を充実します。 

(2) 行政経営計画と政策・事業シート（評価）による一体的管理 

政策・事業シート（評価）を行政経営計画の補完的な仕組みとして位置付け、計画に

登載しない取り組みについては、新たに行財政改革の視点を盛り込んだ政策・事業シー

ト（評価）により、一体的な進行管理を行います。 

(3) 取り組みの内発化の促進 

職員が日常的・自発的に行財政改革の取り組みを発掘し提案する意識を誘発するため

に、職員の階層別に研修会などを開催し、行財政改革に関する取組の内発化を促します。 

また、庁内の進行管理体制の強化を図り、各部課が内発的に行財政改革に取り組み、

適切な進行管理ができるような組織体制の構築を目指します。 

３ 計画期間 

計画期間を平成２７年度～平成３０年度(４年間)とし、計画で掲げる目標を達成するため

の行財政改革を実践するとともに、計画終了年度である平成３０年度末以降には、取り組み

の内発化を定着させます。 

H30年度H29年度H28年度H27年度H26年度 H30年度H29年度H28年度H27年度H26年度

既存取組の
不断の改革 【計画期間：４年間】改革の実践・定着化
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４ 計画の構成 

行政経営計画は、行財政改革の基本指針としての「総論」と、個々の取り組みを具体的に

示した「実施計画」により構成します。 

５ 推進体制 

行政経営計画を着実に推進するための庁内の最高機関として、市長を本部長とする「行財

政改革推進本部会議」において、計画の実践と進捗状況のチェックを行うとともに、情報の

共有と意識の統一を徹底します。 

また、企画調整部、総務部、財務部のメンバーで構成する会議体を設置し、客観的、横断

的な視点から実施計画を精査するなど、内部の進行管理体制の更なる強化に取り組みます。 

一方で、外部有識者を構成メンバーとする市長の諮問機関（執行機関の附属機関）からも、

毎年度の実施計画の作成や評価において意見や助言等をいただいた上で、内容を精査し、実

施計画に反映をしていきます。 

６ 進行管理 

行政経営計画の実施計画について、次のとおり、進行管理を行います。 

(1) 半期（６か月）ごとに進捗状況を評価 

年度目標、取組事項を定めた実施計画について、原則として半期（６か月）ごとに進

捗状況や取組内容について評価し、必要に応じた見直しを行います。 

(2) 進捗状況の報告 

行政経営計画の進捗状況は、議会、市長の諮問機関に定期的に報告するとともに、市

ホームページに掲載し、公表します。 

また、事業の進捗が遅れているなど、特に課題のある事項を抽出し、行財政改革推進

本部会議において、取り組み状況や方向性について、報告と確認を行います。 
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【行政経営計画の推進体制と進行管理】 
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７ 計画の体系 

【基本理念】 

行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現 

都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向け

て、市民をはじめ多様な主体と連携を図るとともに、経営資源を最大限に活用し、本市の

発展に資する施策に重点的に取り組むことで、質の高い行政サービスの提供と持続可能な

都市経営の実現を目指します。 

【基本指針】 

• 「選択と集中」による経営資源の有効活用 

少子高齢化の進行により人口構造は大きく変化し、税負担を担う世代の減少による市

税収入の伸び悩みや、社会保障費の更なる増加が見込まれるという厳しい財政状況の中

で、限られた経営資源を有効に活用するため、優先的に取り組む事業を選択するととも

に、「スクラップ・アンド・ビルド」による既存の事業の廃止・見直しを積極的に行って

いく必要があります。 

• 市民協働の推進と行政の役割の最適化 

市民、市民活動団体、企業などがそれぞれの得意分野や特性を活かしながら、行政と

ともに市政運営を担える環境づくりに取り組むとともに、「民間でできることは民間に委

ねる」という民間活力の導入の考え方に基づき、民間のノウハウを積極的に活用してい

きます。 

• スピード感のある市民サービスの提供 

既存の枠組みや従来の発想にとらわれることなく、市民目線により事業の見直しを図

り、市民満足度の高いサービスが迅速に提供できる推進体制とします。 
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【体系図】 

【基本理念】   【基本指針】     【分野別】 ―   【行財政改革の視点】 
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１ 効率的・効果的な組織体制の整備 

区制のあり方、組織の簡素化、定員適正化計

画による人員削減、諸手当の見直し・廃止に

よる人件費削減、時間外勤務の縮減 など 

 

２ 行財政基盤の強化 

支出金（補助金・繰出金・負担金等）の見直

し、歳出・公債費の抑制、税徴収の徹底 な

ど 

 

３ ファシリティマネジメントの推進 

建物や道路などの公用・公共施設の機能と総

量の最適化、公有財産の有効活用 など 

 

４ 市民協働・官民連携の推進 

官民の役割分担、民営化・民間委託の積極的

活用、市民・ＮＰＯ・企業等の行政活動への

参画、民間事業者による公共施設の建設、維

持管理手法の活用、外郭団体の健全経営の推

進 など 

 

５ 事務事業の見直し 

事業の見直し・廃止、市民満足度の向上、身

近なサービスの提供、事務効率化に向けたＩ

Ｔシステムの構築・運用 など 
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